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国際放送について 

（１）我が国の海外向け情報発信

国際放送

海外向け映像情報発信

民放等の海外展開＝ドラマ中心（ビジネスベース）、局地的

「ＮＨＫワールドＴＶ」（外国人向け）

「ＮＨＫワールド・ラジオ日本」

実
施

要
請

テレビ国際放送

ラジオ国際放送

「ＮＨＫワールド・プレミアム」（邦人向け）

■ 全世界に向けて、１８言語で放送
※ 八俣送信所（茨城県）から直接送信を行うとともに、海外の
１８か所の送信施設を利用して中継送信を実施

■ 平成２５年度NHK予算額： ６２．２億円（うち、交付金：９．５億円）

■ 日本やアジア、世界の最新情報と多彩な番組を、１日２４時間（日本国
際放送（ＪＩＢ）の独自番組を含む。）世界に向けて英語で放送
※ 衛星やケーブルテレビを通じて約１３０の国・地域で視聴可能

■ 平成２５年度NHK予算額： １３８．５億円 （うち、交付金：２４．５億円）
※ NHKワールド プレミアム分を含む

※ 総務大臣は、ＮＨＫに対し、放送区域、放
送事項その他必要な事項を指定して国際
放送等を行うことを要請することができる。

※ 放送法の規定に基づき、要請放送実施に

要する費用は、国として予算計上。

要請放送

■ 邦人向けの日本語放送

ＮＨＫの国際放送＝報道中心、全世界的
平成19年の放送法改正により、
① 以前は、受信料財源によりテレビ国際放送を行ってきたところ、外国人向けテレビ国際放送を強化するため、受信料に加えて、
外国人向けテレビ国際放送の要請放送交付金も交付。（平成19年度 3億円 ⇒ 平成25年度 24.5億円）

② 外国人向けテレビ国際放送の番組製作や海外における受信環境整備の推進を重点的に行うＮＨＫの子会社を制度化
（平成20年4月にＪＩＢ設立）

「外国人向け」・「邦人向け」
テレビ国際放送

同一業務に２つの放送（英語に
よる「外国人向け」と日本語によ
る「邦人向け」）が混在

番組編成

番組制作

送 信

○ 我が国の対外情報発信力を強化するため、ＮＨＫのテレビ国際放送の業務を「外国人向け」と「邦人向け」
に分離し、それぞれに適合した番組準則を適用する。

○ 外国人向けテレビ国際放送について、番組制作等をＮＨＫ子会社に委託する制度を設ける。

「外国人向け」
テレビ国際放送

ＮＨＫ

「邦人向け」
テレビ国際放送

法定業務

独自放送

番組編成

番組制作

送 信

番組制作

送 信

民放事業者

番組素材・ノウハウの提供

２つの業務に分離
（番組準則も、それぞれに
適合したものを適用）

協力の求め

平
成
19
年
放
送
法
改
正

ＮＨＫ

ＪＩＢ（日本国際放送）

一部委託

平成19年12月28日公布
平成20年４月１日施行

〔改正前〕 〔改正後〕

番組編成

番組制作

送 信

番組編成

番組制作

送 信

（２）平成１９年改正の概要（国際放送関係）

（３）外国人向けテレビ国際放送の現状

・ ＮＨＫワールドＴＶは、受信環境整備を進めて平成２４年度末で、約１３０か国・地域、約１億６０００万世帯まで増加。

・ ＢＢＣやフランス２４と比較して、視聴可能なホテル（室数）は、まだ開きがある状況。

・ 世界各地でのＮＨＫワールドＴＶの認知度は、必ずしも高いとは言えない状況。

・ 国内での視聴については、１４のＣＡＴＶ事業者がＮＨＫワールドＴＶを放送しており、国内在住外国人への認知度向上に寄与。

・ 地域衛星を２１基まで増加させており、今後の国際放送の競争激化に臨機かつ柔軟に対応するため、行政手続の簡素化をＮＨＫは要望。

＜認知度＞

ＮＨＫワールドＴＶはコンテンツは充実しているにもかかわらず、世界各都市で認
知度が低い

○イギリスにおける認知度（平成23年度） ○ワシントンにおける認知度（平成23年度）

ＮＨＫワールドＴＶ ９．０％

ＢＢＣ ９２．７％

ＣＣＴＶ ２３．０％

フランス２４ ２０．４％

ＮＨＫワールドＴＶ １２．９％

ＢＢＣ ７５．５％

ＣＣＴＶ １３．０％

フランス２４ １５．５％

＜衛星放送のエリア拡大＞

※ 地域衛星：約１億３５００万、ＣＡＴＶ等（再送信）：約２５００万

平成19年度 現在（25年度）

ＮＨＫ予算（テレビ国際放送） 48.0億円 138.5億円

ＮＨＫワールドＴＶ視聴可能
エリア・世帯数

4国・地域、
655万世帯

130国・地域、
約１億６000万世帯

地域衛星数 ２基 ２１基

ＮＨＫワールドＴＶ ＢＢＣ ＣＣＴＶ フランス２４

世帯数 約１億６０００万※ 約３億３０００万 約８５００万 約２億４５００万

ホテル

（室数）
約34万室 約１７０万室

全米の高級ホテ

ルを中心に展開
約１００万室

ＮＨＫ予算（テレビ国際放送）とＮＨＫワールドＴＶ視聴可能エリア・世帯数の推移

（ＮＨＫからの報告を基に作成）

日本国際放送（ＪＩＢ）※の現状 ※外国人向けテレビ国際放送の番組制作や海外における受信環境整備の推進を重点的に行うＮＨＫの法定子会社

外国人向けテレビ国際放送（ＮＨＫワールドＴＶ）の現状

・ 平成２５年４月現在、ＪＩＢ独自番組は、広告料を財源として、週１枠、毎週金曜日に３０分間放送（１日６回繰り返し）のみ。

・ ＪＩＢは平成２０年４月に設立され、平成２２年度には単年度黒字を計上し、平成２３年度には累損を解消。ただし、その収入の９割以上は、ＮＨＫ関連の売上が占める。

・ ＪＩＢ独自放送は全世界に向けて同一の放送であり、広告のローカライズが困難であるため、広告収入が伸び悩んでおり、ＪＩＢがＮＨＫから自立することは、直ちには困難
な状況。

・ 平成２３年度補正予算による震災復興番組シリーズの放送は、これまでＮＨＫによるテレビ国際放送ではできなかった官民が連携した我が国の情報発信のモデルケース。

（４）今後の見直しの方向性

外国人向けテレビ国際放送に関する見直しの方向性

○ ＪＩＢはＮＨＫと異なり、制約なく自由に活動できる事業者として位置付けられており、今後も引き続き、その位置付けを活かし
て、官民連携による我が国の外国人向け映像情報発信に関与する主体として、また、日本の今後の国際放送の試金石として、
維持・発展させることが適当。

日本国際放送（ＪＩＢ）の今後の位置付け

① 海外における認知度の向上
視聴者ニーズの把握のため工夫し、認知度の向上を

効果的に推進

② 海外の受信環境整備
・ 海外ＣＡＴＶ事業者等への配信が有効
・ 重点地域を絞ったプロモーションが効果的
※ 受信料財源には、一定の限界がある。

③ 放送番組の充実
・ ローカライズの推進（外国語字幕の付与等）
・ 平日深夜・早朝のニュース枠の拡大

④ コンテンツ配信手段の多様化等
伝送路、端末、視聴形態の多様化（TV Everywhere ）

への対応

① 国内ＣＡＴＶ事業者等への番組提供の任意業務化
現在は総務大臣の認可を受けて、３年の期限付きで

実施している「外国人向けテレビ国際放送の国内ＣＡＴ
Ｖ事業者等への番組提供」を、ＮＨＫの恒常的な任意業
務として位置づける。

② 開始、休止及び廃止に係る手続の簡素化
・ 協会国際衛星放送の開始について、経営委員会が
軽微と認めた事項は、議決不要化
・ 協会国際衛星放送の廃止・休止について、総務大
臣の認可の事後届出化

現行制度のもとでＮＨＫによる取組を充実 制度改正の検討



認定放送持株会社制度について 

（３）制度見直しの基本的な考え方

3

○テレビ ： 視聴の簡便性、情報の信頼性、一定の質を保った多様なコンテンツの配信、言論報道機関としての経験等から、基幹メディアと
して公共的役割を担う。
地デジ化投資が一巡し、経営は「一息ついている」状況ながら、リーマン・ショック級の経済変動があれば、経営が悪化する可能性は

否定できない。先行きは不透明。

○ラジオ ： 受信機の操作の簡便性、高い地域密着性等から、基幹的メディアの役割を担う。特に災害時メディアとして再評価。
経営は中短波を中心に、現状、先行きの見通しともに、テレビと比較して切迫した状況にある。

１ 民間放送を取り巻く環境

○ グループ（テレビ・ラジオ、地上波・衛星放送等）の経営基盤の強化という本来目的に沿って有効に活用されていると評価できる。
・ 「業務執行の迅速性や人的移動の自由度が向上」

・ 「地上波、衛星放送、インターネットなどで効率的なコンテンツ利用が可能になった」

２ 認定放送持株会社制度に対する現時点での評価

○ 元々幅広い活用を想定した制度との位置付けを再確認。

○ マスメディア集中排除原則（マス排）の在り方を含む全般的な検討の必要性

○ 短期的検討と中長期的検討の区別の必要性

テレビ・ラジオは今後も基幹メディアとして公共的役割を担う。
→ 放送の多元性・多様性・地域性の実現という、マス排の趣旨・目的は今後も堅持すべき。

・ 経営環境の変化や事業者の具体的ニーズを踏まえ、放送の多元性・多様性・地域性への影響を比較衡量の上で、一定の要件の下で
特例を認めることが重要。

・ 事業者の具体的なニーズに応じた議論が必要。

① 差し迫った経営上の課題への対応であって、放送の多元性・多様性・地域性への影響が相対的に軽微と考えられる場合
→ 短期・柔軟に措置

② 経営環境の変化やニーズを継続的に把握しながら対応すべき事項であって、放送の多元性等への影響も相対的に大きい場合
→ 中長期的に検討

３ 制度見直しへの基本的な視点

【理 念】 基幹放送（※）をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、基幹放送による表現の自由が
できるだけ多くの者によって享有されるようにする。（放送法第９１条）→ 放送の多元性・多様性・地域性の確保
（※）基幹放送 ： 地上テレビジョン放送、地上ラジオ放送、コミュニティ放送、BS放送、東経１１０度CS 等（東経１２４/１２８度CS、ケーブルテレビ等は含まれない。）

【原 則】 一の者が支配することができる基幹放送事業者の数を制限（複数の基幹放送事業者の支配不可）

【支配の基準】 （１）議決権保有規制： 放送対象地域が重複する場合、１／１０を超える議決権の保有は「支配関係」に該当
放送対象地域が重複しない場合、１／３（※）を超える議決権の保有は「支配関係」に該当

（２）役員兼任規制 ： １／５超の役員兼任、代表権を有する役員・常勤役員の兼任は「支配関係」に該当
（※）一般省令第８条第２項第２号において割合は、３３．３３３３３％と規定

（１） マスメディア集中排除原則の概要

１／３超
（支配関係）

～１／３
まで保有可能

Ｘ社

Ａ社
（テレビ）

○○

B社
（テレビ）

甲県 乙県

Ｘ社

Ａ社
（テレビ）

×○

Ｂ社
（テレビ）

甲県

１／１０超
（支配関係）

１/１０超の
保有不可

放
送
対
象
地
域
が
重
複
す
る
場
合

放
送
対
象
地
域
が
重
複
し
な
い
場
合

１／５超
の兼任不可

１／５超

（支配関係） ×

Ｘ社

Ａ社

（テレビ）
Ｂ社

（テレビ）

○

役
員
兼
任

代
表
権
を
有
す
る
役
員
、

常
勤
役
員
の
兼
任

代表権有又は常勤の
役員兼任不可

代表権有又は常勤の役員
兼任（支配関係）

×

Ｘ社

Ａ社

（テレビ）
Ｂ社

（テレビ）

○

（２）役員兼任規制（１）議決権保有規制

（４） 制度見直しの方向性

（１） 切迫した経営上の課題への対応
・「地方経済の低迷で、ローカル局の株主や役員を地元で確保することが困難に」

放送の多元性等への影響が軽微な、１２地域特例の枠内で規制緩和

・資産割合制度について、株式以外の放送用資産の扱いなど、実状を踏まえた緩和を検討

（２） さらなる規制緩和は、ニーズや放送の多元性等への影響を考慮し、引き続き検討

○ 本取りまとめ後、事業再編の柔軟・円滑化を可能とする、新たな制度整備の検討に着手

現行制度 研究会取りまとめ

議決権保有

０～1/3 ○ ○

1/3～1/2 ×
認定放送持株会社は、

12地域まで○

1/2超
認定放送持株会社は、

12地域まで○
認定放送持株会社は、

12地域まで○

役員兼任

1/5まで
(除代表役員等)

○ ○

1/5超 または
代表役員等

認定放送持株会社と
その子会社との間では○

認定放送持株会社との間では、
その子会社に限らず、
12放送対象地域まで○

１ マスメディア集中排除原則の特例の見直し

２ ラジオを巡る状況への対応

○制度目的
経営の効率化、資金調達等のメリットを有する持株会社によるグループ経営を、放送事業経営の選択肢として拡大

○制度概要
・１以上の地上系基幹放送事業者を含む２以上の基幹放送事業者を子会社とする会社は、総務大臣の認定を受けることができる。
・総務大臣の認定を受けることにより、マスメディア集中排除原則の緩和等の法的効果
・総資産を分母、基幹放送事業者子会社の株式取得額を分子として、常時１／２超であることが必要。（資産割合制度）

（２） 認定放送持株会社制度の概要

１２の異なる放送対象地域まで

認定の効果②
外資規制の直接適用
（１／５未満）

認定の効果③
認定放送持株会社への
出資時の議決権保有制限
（３３％まで）

認定の効果①

マスメディア集中排除原則の緩和

○地上基幹放送事業者を最大
１２まで子会社化（５０％～１００％
まで議決権保有）が可能

○子会社との役員兼任も可能甲県

・・・・

認定放送持株会社

Ａ社
（テレビ）

Ｂ社
（テレビ）

Ｌ社
（テレビ）

乙県

子会社化可能 子会社化不可 子会社化可能

１００

５０

１／３

０

議決権
保有比率

１００

５０

１／３

０

議決権
保有比率

×

１００

１／１０

０

議決権
保有比率

○制度活用の具体例： フジ・メディアＨＤ（Ｈ２０．１０月）、東京放送ＨＤ（Ｈ２１．４月）、テレビ東京ＨＤ（Ｈ２２．１０月）、日本テレビＨＤ（Ｈ２４.１０月）



ＮＨＫのインターネットを活用した業務について 

（３）ＮＨＫ要望に対する考え方

基本的考え方

■ 諸外国の状況や利害関係者（民放連、新聞協会）も一定の理解を示しているということを踏ま
え、国民・視聴者が情報通信技術のイノベーションの成果を一層享受できるようにする観点から、
ＮＨＫはこれまで以上に積極的にインターネット活用業務を展開することが望ましい。

■ ただし、ＮＨＫは放送を行うために設立された特殊法人である以上、受信料財源を用いて無限
定にインターネット活用業務を実施できるわけではない。

判断の基準

① 公共放送の役割として実施すべき業務であること

② 放送の補完の範囲にとどまるものであること

業務範囲規律の方法について、インターネット活用業務の範囲や規律の体系を簡素化、明確化、
透明化する観点から、これまで「放送した番組のインターネット配信」業務に限定されていた「実
施基準」の手法を敷衍し、包括的な「実施基準」をＮＨＫが自ら策定して総務大臣の認可を受ける
という方法が考えられる。

これは、ＮＨＫの自主自律を尊重し、柔軟な見直しも可能とするものであり、有力な選択肢の一
つとなり得る。この場合、問題が生じた際に、事後的に検証し、見直す仕組みの導入も併せて検討
する必要がある。

→ ア）当該業務に公共性が認められるか
イ）市場への影響

→ ア）放送番組と密接関連性があるか
イ）支出規模

（４）対応の方向性等

個別事項についての考え方

主な項目 要望 対応の方向性

ラジオのインター
ネット同時配信

認可期限終了（平成２６年３月）後も引き続き
実施を要望

○
（難聴対策の補完措置として高い公共性。すでに民放も同
様の業務を実施しており、継続することによる市場への影
響低,etc.）

オリンピック等の放
送外対象競技のライ
ブ配信

ロンドンオリンピックについて、認可を受け
て実施したが、今後、同様のケースでも実施
を要望

△
（公共性あり。放送市場への影響低、追加コスト低,etc.
オリンピック以外のものについては別途個別に要検証。）

災害情報等の提供 今後も積極的に実施できるよう、制度上明確
化を要望

○
（公共性高、市場影響低、密接関連性あり,etc.）

ハイブリッドキャス
ト

今後、十全に実施できるよう、番組関連資料
の放送同時のネット配信をできるよう要望

○
（先ずはＮＨＫが業務の内容を明確化することが必要。）

○ 利害関係者から、ＮＨＫのインターネット活用業務に関して、事前審査を行う
「第三者機関」の仕組みの導入について検討するよう提案

⇒ 導入している諸外国（英独）でも課題が指摘されており、十分慎重に検討することが必要。

その他

（１）業務の位置付け

ＮＨＫ ＝放送を行うために、放送法で設立された特殊法人。

① 業務範囲は、放送法第20条で規定。

② テレビ・ラジオは「必須業務」(同条第1項)とされているのに対し、インターネッ
ト活用業務は「任意業務」(同条第2項)と位置付けられ、一定の規律の下に実施。

③ 情報通信分野の技術革新やブロードバンドアクセス環境の高度化といった環境
変化を踏まえ、これまで順次実施。

④ 一方で、インターネット活用業務が多様化する中、新たな業務を手掛けようと
する都度、各業務の位置付けの整理が複雑化し、混乱を招きかねない状況。

（参考）ＮＨＫのインターネット活用業務に対する規律

１．放送法で規定（第２０条第２項第２号及び同条第９項）

→ 例：ＮＨＫオンデマンド（放送した番組のインターネット有料配信）
ＮＨＫが自ら策定し、総務大臣の認可を受けて定めた「業務の実施基準」に基づき実施。

２．個別に総務大臣の認可を受けて期限付きで実施（第２０条第２項第８号及び同条第１０項）

→ 例：らじる★らじる（ラジオ放送のインターネット同時無料配信）
→ ロンドンオリンピックの放送外競技のライブ配信

３．必須業務である放送に附帯する業務（第２０条第２項第５号）

→ 例：大規模災害時の番組同時配信
→ 国際放送（テレビ・ラジオ）のインターネット同時無料配信
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